
ウォーカブルエリア観光案内看板作製及び設置業務仕様書

１ 物件 設置：観光案内看板５基
撤去：既存看板１基（廃棄処理含む）

２ 規格及び品質
以下の⑴および⑵に定めるものとし、かつ、各種法令（道路法、道路法施行令、道路法

施行規則、鳥取県道路占用許可個別基準等）に準拠したものとすること。
⑴ 規格 盤面サイズ 縦 100 ㎝×横 200 ㎝ 高さ 300 ㎝程度

※現場の状況に応じ変更する。
⑵ 品質 防腐・防錆対策を施し、長期間の使用に耐えうるものとすることとし、盤面

については劣化や内容の陳腐化その他の事情による更新（張り替え等）を効率
的に実施することができるものとすること。

３ デザイン
盤面に加え、それを据え付ける本体、支柱等を含めた総合的なデザインについて、以下

の⑴から⑹に定めるところにより、発注者と協議のうえ決定すること。
⑴ 米子市を訪れた訪日外国人を含む観光客が、米子城跡を中心とする市内の各スポ
ットを自ら進んで訪れたくなるような内容とすること。
⑵ 設置する５基全てについて統一的なデザインとし、既存の景観に配慮したものと
すること。
⑶ 遠方からでも視認性に優れ、付近の通行者を誘導できるようなデザインとするこ
と。
⑷ 盤面に記載する地図は、観光客が直観的に目的地へのルートを理解できるものと
すること。
⑸ 発注者が指定するURLをリンク先としたQRコードを掲載すること。
⑹ 必要と認められる箇所は日本語のみならず英語・韓国語・中国語（簡体字及び繫体
字）による記載を行うとともに、観光客がその使用する言語に関わらず理解すること
ができる図式（ピクトグラム等）等を積極的に使用すること。
⑺ ⑹の表記を行うにあたっては国等が定めるガイドライン（観光庁「観光立国実現に
向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」等）等を参考とすること。

４ 設置（撤去）場所 別紙のとおりとするが、現場の状況等により変更する場合がある。

５ 用地及び付帯工事
工事に必要な一切の敷地確保及びこれに伴う費用、現況復帰及び付帯する工事等は全



て請負者において処理すること。

６ 安全対策及び公害対策
工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

７ 許可申請
看板を設置するための道路占用許可申請等に係る手続きは請負者において処理するこ

と。

８ 校正の要否 要（５回）

９ 処理期間 契約締結日から令和７年３月２１日（金）まで

10 その他
⑴ 外国語表記をするものについては、請負者において翻訳すること。
⑵ 盤面のデザインに係るデータはアウトライン化したもの及びアウトライン化する前
のベクトルデータを発注者に納入することとし、納入方法は発注者と協議のうえ決定
すること。

⑶ 本事業における成果物に関する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条で定める権利
を含む)は、発注者による代金の支払いと同時に発注者に移転し、受注者は、いかなる
場合も発注者及び発注者が指定する者に対して著作者人格権を行使しないこと。


